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大分県立工科短期大学校創立２０周年記念式典及
び記念講演が７月１４日（土）、中津市文化会館で
挙行されました。式典には、県議員、関係自治体、
地元産業界、一般の方々約４５０名が出席し、盛大

に執り行われま
した。

宮﨑淳一校長
が「創立二十周
年の節目を新た
なスタートとし
て、学生にとっ
て魅力のある、
また産業界や地
域の皆様に評価
され愛される学
校となるよう努
力してまいりま
す。」と述べま
した。
また、広瀬知

事が「大分県版第四次産業革命『ＯＩＴＡ４．０』
や働き方改革の推進と、引き続き産業界のニーズと
期待に応えるべく、次代を担う若手技術者の育成と
人材供給に取り組んでまいります。」と述べました。
続いて、長年に亘り工科短期大学校の人材育成に

貢献した故・安田俊彦氏と山下順一氏に功労者感謝
状が贈られました。工科短期大学校の機械システム
系２年の佐々木佳祐さんは、「これまでの二十年間
に先輩方が成し遂げてきた実績と信頼を受け継ぎ、
これからも工科短期大学校がさらに発展するよう、
勉学に励み、社会に貢献していきます。」と宣言し
ました。
最後に全員で校歌斉唱し、後藤聖和同窓会会長の

発声のもと万歳三唱が行われ、閉式しました。
引き続き、記念講演として元ＮＨＫエグゼクティ

ブアナウンサーの宮田修氏より「日本人が忘れてし
まったこと」と題して講演が行われました。
式典に続き、中津ヴィラルーチェに場所を移して

祝賀会が開催され、学生による空手の演武やブレイ
クダンスのパフォーマンスで祝宴に華を添えました。

【8月】

10日(金) 出張労働相談(県立図書館)

13日(月) 合同企業面接会in大分

21日(火) 働き方のトラブル相談会(～22日(水))

27日(月) ハラスメント対策セミナー

30日(木) 生涯現役応援セミナー(日田)

30日(木) 出張労働相談(大分)

【9月】

4日(火) 県内企業と理系大学教員との情報交換会

26日(水) 障害者就職面接会

27日(木) シニア世代のための就職面談会(中津)

27日(木) 出張労働相談(日田)

主な労働関係行事等(8月～9月)

大分県最低賃金 円737

祝賀会で鏡開きを行う宮﨑校長（右）と関係者

5月有効求人倍率 倍1.53
相談専用ダイヤル 携帯・スマホから

0120-601-540 097-532-3040

祝辞を述べる広瀬知事

講演を行う宮田氏
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県では、中小企業等の経営者や人事担当者に働き方

改革に取り組むきっかけにしてもらおうと、今年度初

めて、６月に県内１２ヶ所で「おおいた働き方改革経

営者勉強会」を開催し、計２６７名の方が参加しまし

た。勉強会では、ワーク・ライフバランスコンサルタ

ント九州のコンサルタントを迎え、グループワークを

はさみながら、社会的背景の変化による働き方改革の

必要性や具体的な進め方、企業の成功事例等について

の説明がありました。

終了後のアンケートでは、働き方改革を進める上で

の課題として、「働き方改革にすぐにでも取り組みた

い」「知識やノウハウがない」といった回答が見られました。

お お い た 働 き 方 改 革 経 営 者 勉 強 会 開 催

経済団体代表、連合代表、労使関係者等で構成する

「大分県働き方改革推進会議」の第５回目の会議を大

分労働局との共催で６月１５日（金）に大分県庁で開

催しました。

県、労働局がこれまでの取組や今後の施策について

説明した後、「中小企業・小規模事業者への働き方改

革の浸透」「若年人材の確保・定着の促進」「女性の

多様な働き方の推進」について、意見交換を行いまし

た。

（会議で出された意見）

・中小企業の実態を把握したうえで、経営者に必要性

が響くよう働き方改革を進めてほしい。

・経営者は、社員にビジョンを明確に伝え、社員は自

分たちで仕組みづくりを考え、経営者と社員が一体

となって進めていくことが必要である。

・女性の活躍を推進するためには、小学校の頃からキャ

リア教育を行い、意識改革を行っていくことが必要

である。

・女性の声（要望）と企業や行政の情報とをつないで

いくことが必要である。

・子どもの頃からタイムマネジメントを学ぶことで、

効率性や生産性を考えた働き方ができるようになる

のではないか。

・働き方改革と言うと、労働時間の問題が取りざたさ

れるが、仕事の質も大切にしたい。ＩＣＴを活用す

ることで、どこでも仕事ができ、仕事を効率化でき

る。

「働き方改革推進支援センター」を大分県社会保険労務士会内に設置しました！

勉強会で説明を聞く参加者の様子

会議の中で熱心に議論を交わす各委員の様子

第 ５ 回 大 分 県 働 き 方 改 革 推 進 会 議 開 催
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インタビュー

この人にききました

大分県では、ワーク・ライフ・バ

ランスの推進に取り組み、優れた成

果が認められる企業を表彰する『お

おいたワーク・ライフ・バランス推

進優良企業表彰』を実施しています。

今回は、平成２８年の第１回目で表
彰された、株式会社はなはなを取材

しました。

この会社は平成２３年に設立され、

有料老人ホームやデイサービス、ヘ

ルパーステーションなどの介護事業

を行っています。大分県働き方改革

推進会議の委員も務めている、代表

取締役の岡田久美子氏にインタビュー

しました！

Ｑ：女性が働きやすい取組を行うよ
うになった背景を教えてください。
会社を始める前から、女性が活躍

できる会社をつくりたい！と強く思っ

ていました。その理由は、私が新卒

で東証一部上場の大きな会社に就職

した際に、女性には期待をしない、

結婚したら退職してもらう、だから

コストをかけない、そういった根強

い風土があったからです。実際に退

職された優秀な女性の先輩も多くい

らっしゃって、しっかり教育してい

けば大変活躍できるはずなのに、と

いう思いがありました。

その後私も会社を退職し、ビジネ

スホテルの経営を行いました。ホテ

ルというよりも食事付きの下宿のよ

うな、大家族のお母さんみたいな感

じでしたが（笑）。でもその中で、

経営やサービスのノウハウを一通り

学びました。

介護は家庭では昔から女性が担っ

ており、女性の方が向いている面も

多くあると思います。そこで介護の

分野で女性が活躍できるような、家

庭と両立できる会社をつくろう、と

いう思いでこの会社を設立しました。

ですので、設立そのものが取組のきっ

かけですね。

Ｑ：取組を進める上で苦労した点を
教えてください。
短時間正社員制度や柔軟な勤務形

態、保育事業など、女性が働きやす

いということは、会社にとってはや

はりお金がかかるものです。

３年前から新卒の社員も採用して

います。当社は採用に当たっては、

学歴や経験は問いません。企業理念

を理解し、同じ考えや気持ちを持っ

た方を育てていきたいという思いが

あるからです。新卒の社員は３か月

間社外に資格取得に向けた研修に行

かせるなど、約６か月かけて現場で

対応できるまで育てます。その後結

婚して子どもが産まれる、といった

ことを考えると、結婚までにしっか

り教育をしておきたいということも

あります。幸い、今のところ新卒で

入った社員は１人も離職していませ

ん。結婚、出産した後も働き続ける

ことができる、そうした土俵、労働

環境をつくることが会社の責任であ

り、会社が社員のためにできること

だと考えています。

あとは、設立した６年前にこうし

た取組を行っていたときは、周りか

らは「変わり者」のような見方をさ

れていました（笑）。そう考えると、

今は「働き方改革」という擦り込み

やコマーシャル効果で、だいぶ浸透

してきたなあと感じます。

Ｑ：今後の課題をお聞かせください。
これからはしっかり成果を出して

いくことが大事だと考えています。

会社や社長は社員を喜ばせることは

できますが、利用者の方を喜ばせる

ことができるのは社員です。会社が

土俵を整えたら、あとは社員一人ひ

とりの努力次第です。

今考えているのはＩＴ化と情報の

一元化です。そういったインフラ整
備で業務の効率化を図り、本来やる

べきサービスに注力すれば、自ずと

利用者の方の満足度も上がって、成

果につながるものと考えています。

それに伴い利益率が上がれば労働

分配率も上がって、社員の給料にも

還元されます。この「利益率」とい

う言葉は、介護の世界ではあまり馴

染みがないんですよね（笑）。私は

他業種から参入していますので、サー

ビスの対価としてお金を頂いている

以上、社員にはプロとしての意識を

持って働いて欲しいと思っています。

（最後に働き方改革を推進しようと
している企業に対して、一言お願い
します）
「とりあえずやってみる」。勇気

を持ってまず社長が率先してやらな

いといけないと思います。例えば社

長が１週間休むと決めます。すると、

それでも仕事が回るような仕組みを

作るようになります。そうした意味

で、忙しい時期にお互いで補い合え

る「多能工」になっていくことが大

事だと考えています。様々な技能を

身につけることにより、様々な分野

でも活躍できるようになります。

働き方改革先進企業（（株）はなはな）
～「花」は職員、「幹」は幹部、「根っこ」は社長～

代表取締役 岡田 久美子 氏

県雇用労働政策課 労政福祉班
Tel 097-506-3327

働き方改革についてのお問合せ

大分市玉沢にある老人ホーム外観

ホームはいつも和やかな雰囲気
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ＵＩＪターンを希望している大分県外

の方や、大分県内企業でのインターンシッ

プ参加を考えている大分県外の学生の皆

様へ、支援制度のお知らせです。

大分県外から大分県内企業（おおいた

産業人財センターに登録がある企業）に

ＵＩＪターン就職を希望する方が、就職

の面接を受ける際に必要な交通費・宿泊

費や、大分県外の学生が大分県内企業で

のインターンシップに参加する際に必要

な交通費・宿泊費を、県が補助します。

詳細は「大分県ＵＩＪターン希望者面

接支援補助金」または「大分県内企業イ

ンターンシップ支援補助金」で

大分県経営者協会（幸重綱二会長）は、５月３１日

(木)大分市のトキハ会館で平成３０年度定時総会を開

催しました。

総会では、１．同一労働同一賃金に関する対応策検

討、２．さまざまな社内人材を活かす方策の検討、３．

働き方の見直しに向けた具体的方策検討、４．経営者

団体としての取組みの４

項目を重点活動項目とす

る平成３０年度活動方針

を審議・決定しました。

また役員改選を行い、

会長を５期(９年５ヶ月)

務めた幸重鋼二氏が退任し、

新会長には杉原正晴氏(大分交通社長)が就任しました。

杉原会長は「伝統ある役職に就任し、身が引き締まる

思いです。会員の皆様と協力して職責を全うしたい。」

と挨拶しました。

当日は、来賓として安東隆大分県副知事が祝辞を述

べ、議案審議終了後には、公益財団法人産業雇用安定

センター会長の矢野弘典氏から、「リーダーシップに

ついて－東洋の古典に学ぶ－」と題した記念講演があ

りました。

県では、子育てや介護などで外で働くことが困難な

女性等を対象に「在宅ワークセミナー（入門コース）」

を、７月１７日（火）と１８日（水）にＪ：ＣＯＭホ

ルトホール大分で開催し、１０３人の参加がありまし

た。

セミナーでは、女性の就業支援に取り組む（株）キャ

リア・マムの堤社長から在宅ワークの基礎知識、仕事

の探し方・やり方、具体的な事例等についての講義が

あった後、在宅ワーク経験者によるパネルディスカッ

ション、希望者によるグループ相談会が行われました。

参加者は講師や経験者の話に熱心に耳を傾け、「在

宅ワーク」への関心の高さが覗われました。

セミナー・その他お知らせ平成30年
8月～9月

県内の動き（労働・経済関係）平成30年
5月～7月

在宅ワークセミナー（入門コース）を開催大分県経営者協会
平成３０年度定時総会を開催

挨拶する杉原新会長

県内企業での面接やインターンシップに参加する際の交通費・宿泊費を補助します

おおいた産業人財センター
Tel 0120-119201

お問合せ・書類提出先

セミナーの内容について質問する参加者
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障がい者の就職の促進を図るため、就職面接会を開催

します。障がい者の雇用を考えている事業主の方、お仕

事をお探しの障がい者の方は、是非ご参加ください。

●日時：平成３０年９月２６日（水）

午前１０：００～１２：００

午後１３：３０～１５：３０

（※午前と午後で企業が入れ替わる予定です。）

●場所：レンブラントホテル大分２階「二豊の間」

（大分市田室町９番２０号）

シニアの採用を考えている企業と就労意欲のあるシニ

ア求職者を対象にした就職面談会を中津市で開催します。

シニアの方には知識、経験、やる気を活かせる仕事探し

の場として、企業には経験豊富で元気なシニアへの情報

提供の場として是非ご活用ください。

●日時：平成３０年９月２７日（木）

１３：３０～１５：００

●会場：ダイハツ九州アリーナ

（中津市大字大貞３７７－１）

●参加対象：①求職者 就労意欲のある５５歳以上の方

②企 業 中津市、豊後高田市及び宇佐市

に就業場所があり、シニアの採

用を考えている企業

●参加料：無料

●事前申込：求職者は不要。企業は参加募集期間中に参

加申込が必要（先着順）

※詳しくは、大分県シニア雇用推進協議会ホームペー

ジをご覧ください。

９月２７日に「シニア世代のための就職面談会

２０１８（中津会場）」を開催します！
障害者就職面接会を開催します

大分県シニア雇用推進協議会

（事務局：県雇用労働政策課）

Tel 097-576-7385 Fax 097-576-7386

◆事業主の方…ハローワーク大分
求人第２部門（097－534－8609）
＊参加申込期限 平成３０年９月７日（金）
（先着順）

◆仕事をお探しの障がい者の方
…住居を管轄するハローワーク

（＊事前申込みは不要）
【大分】専門援助部門（097－534－8684）
【別府】専門援助部門（0977－23－8609）
【中津】職業相談部門（0979－24－8609）
【日田】職業相談部門（0973－22－8609）
【佐伯】職業相談部門（0972－24－8609）
【宇佐】職業相談部門（0978－32－8609）
【豊後大野】職業紹介部門（0974－22－8609）

お問合せ

大分県シニア協議会

お問合せ

大分県労政・相談情報センターは大分県立図書館との

共催で、７月１３日(金)出張労働相談を県立図書館１階

研修室で行いました。この取り組みは、県民の方の図書

館利用促進と相談機会拡大を目的としたものです。第２

回目を８月１０日(金)に開催します。相談希望の方は電

話でのご予約をお願いします。

●日時：平成３０年８月１０日(金)１１時～１６時

(１２時～１３時を除きます。)

●場所：大分県立図書館１Ｆ第１研修室

(大分市大分市王子西町１４－１)

●相談方法：来所による相談

●予約電話：０９７－５０６－３３５１・３３５２

【相談事例】

若者の労働問題（ブラック

バイト､就活トラブル､早期離

職など）、長時間労働･残業手

当の不払い、労働条件が求人

情報と異なる、突然の解雇、

退職の引き止め、職場の人間

関係(パワーハラスメント、セ

クシュアルハラスメント等)

大分県シニア雇用推進協議会では、シニア世代の方が、

年齢に関わりなく、生涯現役でいきいきと働くことを応

援するためのセミナーを開催します。

●日時：平成３０年８月３０日（木）

１３：３０～１６：４０

●内容：第１部 企業から直接聞くシニアワーク

※実際にシニアを雇用・募集している日

田市の企業から、募集求人等の内容を

説明してもらいます。

第２部 体力アップセミナー

※簡単な体力測定や自宅でできる簡単運

動を紹介します。

●場所：日田市複合文化施設ＡＯＳＥ 会議室２・３

●対象：おおむね６０歳以上の方

●募集定員：２０名程度

●参加料：無料 ※要事前申込

※申込時に氏名・年齢・住所・電話番号を記入してくだ

さい。

「生涯現役応援セミナー」を開催します

大分県シニア雇用推進協議会
（事務局：県雇用労働政策課）

Tel 097-576-7385 Fax 097-576-7386
Mail oita-senior@helen.ocn.ne.jp

※申込時に氏名・年齢・住所・電話番号を記入
してください。

お申込･お問合せ

県立図書館で労働相談会

県雇用労働政策課

Tel 097-506-3351 FAX 097-506-1756
お問合せ



表１抜粋（把握できたすべての事業所） 平成３０年４月３０日現在

件数 額（円） 賃上げ率（％） 件数 額（円） 賃上げ率（％）

全　産　業　計 49 7,721 3.04 44 5,446 2.15

区　　分
要　　求 妥　　結 3.14 3.33 

2.12 2.41 

0.00

2.00

4.00

0

5,000

10,000

Ｈ３０ Ｈ２９

前年との比較（表２より）

要求 額（円）

妥結 額（円）

要求 賃上げ率（％）

妥結 賃上げ率（％）
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１ 概況

４月３０日現在、調査対象１７４事業所のうち要求を

把握できたのは４９事業所で、全体の２８.２％（前年同

期は、１７５事業所中４７事業所、２６.９％）である。

そのうち妥結した事業所は４４事業所で、要求を把握

できた事業所の８９.８％（前年同期は、４７事業所中４

６事業所、 ９７.９％）である。

２ 要求状況

要求を把握できた４９事業所の平均要求額は７，７２

１円、要求賃上げ率は３.０４％となっている。

そのうち、前年の数字が把握できる４１事業所におけ

る比較では、今年の要求額は７，９９８円、要求賃上げ

率は３.１４％で、前年の８，３５７円、３.３３％に対

して、額で３５９円の減、率で０.１９ポイント下回って

いる。

３ 妥結状況

妥結した４４事業所の平均妥結額は５，４４６円、率

は２.１５％となっている。

そのうち、前年の数字が把握できる３７事業所におけ

る比較では、今年の妥結額は５，４２２円、妥結賃上げ

率は２.１２％で、前年の６，０７６円、２.４１％に対

して、額で６５４円の減、率で０.２９ポイント下回って

いる。

（注）

１ 表１は、本年の賃上げ状況について、把握できたす

べての事業所について集計したものである。

２ 数字はすべて加重平均である。

３ 表中の符号「x」は対象が少ないため公表しないが、

「x」の数値は総数に含まれている。

４ 平均賃金とは、基本給に通勤手当、家族手当等を加

えた所定労働時間内勤務に対する賃金の平均である。

※この調査結果は大分県ホームページ「おおいたの労

働」内「統計・調査」でも見ることができます。

【 お申込方法 】
１ 申込期限
平成３０年８月２１日（火曜日）
※定員に満たない場合は期限到来後
も受け付けます。

２ 申込方法
（１）電話：097-506-3353
（受付時間 8:30～17:15）

（２）Ｗｅｂ
ＱＲコードから
アクセス
してください

（３）メール
①アドレス：
a14580@pref.oita.lg.jp

②タイトル：ハラスメント
対策セミナー申込み

③記載事項
・企業・団体名
・住所
・電話番号
・出席者役職・氏名

（４）ＦＡＸ：097-506-1756
上記③記載事項と同様の内容を記

載していただくか、ご連絡いただけ
れば専用の申込み用紙をお送りさせ
ていただきます。

県雇用労働政策課

Tel 097-506-3353 Fax 097-506-1756
お問合せ

平成３０年度ハラスメント対策セミナー参加者募集中！！

平成３０年春季賃上げ要求・妥結状況第２回集計（４月３０日現在） 平成３０年６月８日発表

県雇用労働政策課 Tel 097-506-3353お問合せ



全　国 大分県 全　国 大分県 全　国 大分県 全　国 大分県 全　国 大分県 全　国 大分県

363,338 311,068 291,475 255,184 71,863 55,884 149.0 154.3 136.2 143.4 12.8 10.9
357,949 314,181 288,508 257,000 69,441 57,181 148.7 156.2 135.8 143.9 12.9 12.3
361,593 316,584 289,899 258,251 71,694 58,333 148.6 156.7 135.9 144.1 12.7 12.6

29年 12月 668,693 595,111 291,931 263,486 376,762 331,625 148.9 158.8 135.7 144.6 13.2 14.2
30年  1月 301,981 260,315 289,951 251,214 12,030 9,101 139.0 146.8 127.0 134.5 12.0 12.3

2月 294,667 252,615 289,965 251,280 4,702 1,335 143.1 148.3 130.7 135.5 12.4 12.8
3月 320,225 273,445 293,782 254,825 26,443 18,620 147.6 155.6 134.7 141.8 12.9 13.8
4月 308,597 263,100 296,574 256,810 12,023 6,290 150.9 156.6 137.9 144.4 13.0 12.2

厚生労働省「毎月勤労統計調査」（規模30人以上）
県統計調査課「毎月勤労統計調査地方調査」(規模30人以上)

全　国 大分県 全　国 大分県 全　国 大分市 全　国 大分県

1.69 1.40 1.11 0.94 99.2 99.0 99.0 96.6 318,755 316,410
1.86 1.54 1.23 1.07 100.0 10.0 97.8 99.6 315,379 314,339
2.08 1.80 1.39 1.13 99.9 100.1 97.7 97.1 312,763 299,858

29年 12月 2.42 2.16 1.59 1.45 101.2 101.2 106.5 95.4 352,076 387,632
30年  1月 2.34 2.05 1.59 1.48 101.3 101.4 99.3 94.2 317,659 334,749

2月 2.30 1.97 1.58 1.49 101.3 101.6 102.7 96.9 289,177 305,752
3月 2.41 2.12 1.59 1.48 101.0 101.5 104.1 95.2 334,998 389,037
4月 2.37 2.07 1.59 1.48 100.9 101.4 104.6 97.6 334,967 391,557

28年 平均

　　　             項目

年月

賃　　金　　の　　動　　き 労　働　時　間　の　動　き

現金給与総額(円) 定期給与(円) 特別給与(円)
総実労働時間 所定内労働時間 所定外労働時間

(時 間) (時 間) (時 間)

26年 平均

27年 平均

資料出所 (大分県)

　　　             項目

年月

一般職業紹介状況(学卒除く｡パート含む)

大　分

労働局

厚　生

労働省

大　分

労働局

鉱工業生産指数

(季調済)22年＝100
※年指数は原指数

1世帯当り（勤労者世帯）

家計消費支出（円）

農林漁家世帯を含む
新規求人倍率 月間有効求人倍率

(季節調整値) (季節調整値)

消費者物価指数

(総合)27年＝100

総務省統計局

｢消費者物価指数｣
経済産業省 ｢鉱工業

生産動向｣

県統計調査課

｢鉱工業生産指数月

報｣

総務省統計局

「家計調査」

全　国 大分市

26年 平均

27年 平均

28年 平均

資料出所
厚　生

労働省
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大分県社会保険労務士会

Ｑ 私の勤務先では宿直がありま
す。よく友人からは「今日は

夜勤だ。」と聞きますが、「宿直」
と「夜勤」とはどう違うのでしょう
か。

Ａ 「宿直」と「夜勤」の違いで
すが、大きく区別すると法定

労働時間つまり原則１日８時間、１
週４０時間に含まれる労働（「夜勤」）
であるか、含まれない労働（「宿直」）
であるかということです。
では、具体的な違いについて見て

みましょう。

▼ 賃金については、「夜勤」は労働
時間内の勤務ですので、割増賃金
（２５％の深夜割増）や法第３６条
協定の対象となりますが、「宿直」
は労働時間外の勤務ですので、割増
賃金や法第３６条協定の対象にはな
らず労働基準監督署に届出た宿直手
当（宿直勤務者の賃金の１人１日平
均額の３分の１以上の額）を支払う
こととなります。
▼ 業務内容については、「夜勤」は
労働時間内ですので、通常の業務を
行います。

「宿直」は時間外ですので、宿泊
して行う定時的巡視、緊急の文書又
は電話の収受、非常事態の発生に対
処するための準備などを目的とする
勤務と限定的な勤務内容となります。
▼ 続いて許可については、「夜勤」
は通常の勤務ですので特に許可等が
必要ではありませんが、「宿直」は
通常の勤務外に行わせるため、労働
基準監督署長への許可が必要となり
ます。
許可の基準としては、

１ 常態として、ほとんど労働をする
必要のない勤務であること。

２ 業務内容が、通常の労働の継続で
ないこと。

３ 相当の睡眠設備が設置されている
こと。また、夜間に充分な睡眠時
間が確保されなければならないこ
と。

４ 宿直が１週間に１回以内であるこ
と。
上記の要件を満たさなければ許可

を受けることはできません。
▼ では、宿直中に通常の労働が突発
的に行われる場合どうしたらよいで
しょう。

その場合、夜間に充分な睡眠時間
が確保できる場合には、宿直勤務と
して対応することが可能ですが、そ
の突発的に行われた労働に対しては
時間外としての取扱（割増賃金の支
払、法第３６条の届出がない場合は
法第３３条に定める非常災害時の理
由による届出）をしなければなりま
せん。
また、宿直中に頻繁に通常の労働

が行われる場合は、昼間勤務と同様
の勤務に従事することとなるため、
宿直の許可基準に適合しない労働実
態となります。
交代制等の勤務体制の見直しが必

要となります。
▼ 「宿直」と「夜勤」どちらを行う
かは業務内容、頻度等を総合的に見
て判断することが大切ではないでしょ
うか。
また夜勤者の健康配慮として、イ

ンターバル勤務を取入れることも不
可欠です。

【執筆】

社会保険労務士

溝江 由起子 氏
○社会保険労務士 溝江由起子事務所

大分市大字勢家８６５番地の４「宿直」と「夜勤」の違いについて

主 要 労 働 経 済 指 標 （～平成３０年４月）

ご不明な点は、最寄りの労働基

準監督署へお問合せください

お問合せ



<　会議の開催状況　>
  5月 8日　第1629回定例総会
  5月22日　第1630回定例総会
  6月12日　第1631回定例総会
  6月26日　第1632回定例総会
<　大分県労働委員会　労働相談ダイヤル　>
　０９７－５３６－３６５０
・大分県労働委員会では、無料で労働相談を実施し
　ています。解雇、賃金未払い、配転など労使間ト
　ラブルでお困りの方は、お気軽にご相談くださ
　い。
・大分県労働委員会（県庁舎本館７階）
　　〒870-8501　大分市大手町３丁目１番１号
　※相談時間は、９時から１７時まで

〇審査事件関係
種　　別 新　規 4月から繰越 終　結 7月へ繰越

不当労働行為事件 0 3 0 3
労働組合資格審査 0 3 0 3
再審査事件 0 1 0 1

種　　別 新　規 4月から繰越 終　結 7月へ繰越

あっせん 1 1 0 1
調停 0 0 0 0
仲裁 0 0 0 0

種　　別 新　規 4月から繰越 終　結 7月へ繰越

あっせん 0 0 0 0

< 事 件 関 係 >

〇調整事件関係

〇個別労働関係紛争関係

第５６号 労働おおいた 平成３０年７月号
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下記ＵＲＬにてウェブアンケートを実施しています。「労働おおいた」

へのご感想や、「こんな記事を載せて欲しい」「この人にインタビュー

して欲しい」といったご要望など、様々なご意見をお待ち

しています。

<アンケートページ>

https://www.egov-oita.pref.oita.jp/bNt4xzzC

（製作・発行）大分県商工労働部雇用労働政策課

〒870-8501 大分市大手町３－１－１
TEL.097-506-3353 FAX.097-506-1756

E-mail：a14580@pref.oita.lg.jp

Web労働おおいた
http://www.pref.oita.jp/site/oitarodo/rodooita-

0000.html

おおいたの労働
http://www.pref.oita.jp/site/oitarodo/

◇◆労委だより◆◇ （平成３０年５月～６月の概況） 大分県労働委員会

大分で「活躍する企業」や「働く人」、「魅

力的な大分」を発信しているサイトです！

▶▶ http://oita-katete.pref.oita.jp/

QRコード⇒

中小企業退職金共済（中退共）制度のご案内


